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１．山梨県地域医療構想の概要

現行の山梨県地域医療構想（Ｈ28年度策定）
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１．山梨県地域医療構想の概要
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○病床機能報告の推移について

• H26年度からR6年度までの病床機能報告の推移は下記
グラフのとおり。

• 全県的に、必要病床数には届いていないものの、高度急性
期・急性期・慢性期病床は減少し、回復期病床は増加。

１．山梨県地域医療構想の概要



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改

病床数や病床機能等、
入院医療に係る
議論が中心
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２．「新たな地域医療構想」の概要



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改

6

医療計画の上位計画
として建て付け変更

２．「新たな地域医療構想」の概要
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」一部改

２．「新たな地域医療構想」の概要



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」一部改
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２．「新たな地域医療構想」の概要
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」一部改

２．「新たな地域医療構想」の概要



２．「新たな地域医療構想」の概要

回復期⇒包括期
に変更

R8.3.3「第12回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料」一部改
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２．「新たな地域医療構想」の概要
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○ 医療機関の連携・再編・集約化が進むよう、医療機関（病院・有床診）は各都道府県へ、地域で求められる役割を担う「医療機関機能」を報告。
○ 医療機関機能は、「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」の4区分とされる。
○ 医療機関の役割分担について、当該報告データ等を踏まえ、手術等の役割分担や救急搬送先等が協議事項とされる見込み。
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２．「新たな地域医療構想」の概要
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」一部改

２．「新たな地域医療構想」の概要
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料」一部改

２．「新たな地域医療構想」の概要
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」一部改

２．「新たな地域医療構想」の概要
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２．「新たな地域医療構想」の概要

とりまとめを受け、県ではＲ9年度に検討を行う



３．山梨県における 『新たな地域医療構想』 策定スケジュール

３月２月
R９年
１月

１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月３月
R８年
２月

地
域
医
療
構
想

調
整
会
議

デ
ー
タ
分
析
等

委
託
業
者

山
梨
県
（
医
務
課
）

 策定までの全体スケジュール

 R７年度・８年度スケジュール（予定）

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

医
療
審
議
会

調
整
会
議

（
４
区
域
）

調
整
会
議

（
４
区
域
）

調
整
会
議

（
４
区
域
）

検
討
会
議

検
討
会
議

検討報告書作成 検討報告書検証

国ガイドライン
発出

データ分析項目検討・分析

検
討
会
議

報告

報告 反映
反映

反映

報告

報告

調整会議の回数・時期は予定で
あり、適宜、書面開催等を追加
する可能性あり。
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２０２５（R7年度） ２０２６（R８年度） ２０２７（R９年度） ２０２８（R１０年度）

策
定
完
了

策
定
着
手

【国】ガイドライン検討
【県】現行地域医療構想の振り返り

（現状・今後の課題を共有）
地域医療提供体制全体の方向性
必要病床数の推計 等 医療機関機能に着目した機能分化・連携協議、

病床機能分化・連携等の具体的な協議

新たな地域医療構想の策定・取組新たな地域医療構想の策定・取組

新たな地域医療構想の取組

将来の方向性
設定 具体的な協議

策定に向けた検討・作業（庁内関係部署と連携）



４．地域医療提供体制検討データ分析業務委託について

 業務委託の概要  検討会議の構成員について

 業務名 地域医療提供体制検討データ分析業務

 業務目的
• 地域医療提供体制の現状把握と課題整理、今後の方向性検討に資する
データ分析を実施。

• 新たな地域医療構想の検討に向け、調整会議で活用可能な資料を作成。

 業務内容
① データ分析
• 入院・外来・在宅・介護連携等を含む医療提供体制に関する分析
• 必要病床数、構想区域の見直し、医療機関機能、医療従事者確保等を検証
• 提供データ（県レセプトデータ、病床機能報告等）＋公的統計を使用

② 検討会議の開催 （3回程度）
• 有識者等による会議運営（スケジュール調整、資料作成、会議録等）
• 分析結果の検証、方向性整理、ファシリテーション支援
• 議題・日程は県と協議し決定

③ 検討報告書の作成
• 分析結果・議論内容を踏まえ、2040年を見据えた医療提供体制の方向
性を整理

• 調整会議向け説明資料も作成

 委託期間
令和8年３月３日～ 令和9年3月31日（R8年度末）

 契約方法 公募型プロポーザル方式

 委託業者 株式会社 日本経営

 現行の地域医療構想策定時（平成27年度）に設置された「策定
検討会」を参考とすると、今回の検討会議の構成員数は20名程
度を想定。

 なお、当時の検討会の構成員属性は以下のとおりだが、今回の
構成が同一となるものではない。

 新たな地域医療構想では、在宅医療・介護分野の関係者や、富
士・東部区域及び若手の医療関係者を選任してはどうか。

 地域医療構想アドバイザー（今後設置予定）を事務局に配置して
はどうか。

策定検討会委員（H27年度）
山梨県医師会 会⻑１
山梨県医師会 理事2
山梨県医師会 理事3
山梨県⻭科医師会 専務理事4
山梨県薬剤師会 副会⻑5
山梨県看護協会 会長6
山梨県民間病院協会 会長7
山梨県官公立病院等協議会 会長8
山梨県慢性期医療協会 副会⻑9
山梨県市⻑会 理事10
山梨県町村会 会⻑11
山梨県保険者協議会 会長12
山梨大学医学部附属病院 院⻑13
山梨県立中央病院 院⻑14
山梨大学大学院総合研究部 教授15
山梨県保健所⻑会 会⻑16
山梨県福祉保健部 参事17

在宅医療・介護
分野の専門家（関
係者）を選任

地域医療構想
アドバイザーを
事務局に配置

【地域医療構想アドバイザー】
・地域医療構想の検討において、専門的知見を
基に助言・提案を行う外部有識者
・本県ではこれまで未設置であったが、R8年度
から4名程度を設置予定（内諾済）

R7.12月補正予算（県）

富士・東部区域
及び若手の関係者
を選任
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